
議案第30号

令和５年度鹿児島県病院事業特別会計予算

（総 則）

第１条 令和５年度鹿児島県病院事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

 病 床 数 911床

 患 者 数

延入院患者数 267,553人 １日平均入院患者数 731人

延外来患者数 276,539人 １日平均外来患者数 1,129人

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 病院事業収益 20,227,886千円

第１項 医 業 収 益 16,742,684千円

第２項 医業外収益 3,485,202千円

支 出

第１款 病院事業費用 22,254,938千円

第１項 医 業 費 用 22,121,043千円

第２項 医業外費用 123,895千円

第３項 予 備 費 10,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 644,840千円は，過年度分損益勘定留保資金で補塡するものとする。）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,533,023千円

第１項 企 業 債 832,000千円

第２項 他会計負担金 620,428千円

第３項 基金繰入金 80,595千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 2,177,863千円

第１項 建設改良費 1,588,213千円

第２項 企業債償還金 570,566千円

第３項 長期貸付金 18,760千円

第４項 基金積立金 324千円

（企業債）



第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的 県立病院の施設及び設備の整備事業

限 度 額 832,000千円

起債の方法 証書借入又は証券発行

利 率 年7.0パーセント以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる資金に

ついて，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率）

償還の方法 借入時期から据置期間を含め40年以内において元利均等又は元金均等

等の方法により償還する。ただし，財政の都合により繰り上げて償還

をし，又は上記借入期間の範囲内で借り換えることができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

 職員給与費 12,254,992千円

 交 際 費 565千円

（たな卸資産購入限度額）

第７条 たな卸資産の購入限度額は 2,455,715千円と定める。

（重要な資産の取得）

第８条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。

種類 名 称 数量

１ 取得する資産

器械備品 磁気共鳴診断装置 １台

器械備品 ガンマカメラ １台
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